
別表第３（第１０条関係） 

 

事業主等

の施工管

理及び近

隣住民等

への周知 

１ 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管

理者が常駐していること。 

２ 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機

関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に

十分周知徹底すること。 

３ 事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するための柵を

設けること。また、事業区域内を容易に目視できる構造とするこ

と。 

４ 事業区域への出入口は、原則として１箇所とし、作業終了後は

施錠すること。 

５ 事業区域への搬入は、原則として、土曜日、日曜日、国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及

び年末年始を除く日の午前９時から午後５時までとすること。 

粉じんの

飛散及び

雨水等の

流出の防

止対策 

１ 粉じんについては、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）

の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。 

２ 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 

３ 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開

きょその他の設備が設けられていること。また、事業区域内から

外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある

場合には、これを常時排水できる設備を設けること。 

騒音及び

振動の防

止対策 

１ 騒音に係る規制基準については、騒音規制法（昭和４３年法律

第９８号）及び茨城県生活環境の保全等に関する条例（平成１７年

茨城県条例第９号）に規定する特定建設作業に準ずること。 

２ 振動に係る規制基準については、振動規制法（昭和５１年法律

第６４号）に規定する特定建設作業に準ずること。 

交通安全

対策 

１ 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議のう

え、道路管理者の指示に従うこと。 

２ 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等のまき出し等を

防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。 

３ 搬入経路が通学路に当たるときは、教育委員会と協議のうえ、

登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずるこ

と。 

４ 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置

や安全施設の設置等の措置を講ずること。 



５ 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は、土砂等を運搬

する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭

和４２年法律第１３１号）第４条に規定する土砂等運搬大型自動

車以外の車両は使用しないこと。また、運搬事業者及び下請業者

に土砂等を運搬させるときは、それらの者に土砂等運搬大型自動

車以外の車両を使用させないこと。 

６ 土砂等の過積載を行わないこと。また、運搬事業者及び下請業

者に過積載を行わせないこと。 

その他生

活環境の

保全及び

災害の防

止対策 

１ 事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生

ずることがないよう、必要な措置を講ずること。 

２ 事業区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木及び地下水に影

響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。また、必要に応じ事

前調査等を行うこと。 

３ 事業区域の地耐力（地盤の支持力及び沈下が生じないことをい

う。）については、支持力を評価する試験にあっては平板載荷試

験、ボーリング試験、スウェーデン式サウンディング試験等を、

沈下が生じないことを評価する試験にあっては室内土質試験等

をそれぞれ１箇所以上行うこと。ただし、沈下が生じないことの

評価については、ボーリング試験又はスウェーデン式サウンディ

ング試験等の結果から推定したものにより代えることができる。 

 


